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(57)【要約】
【課題】　面取りされたエッジを有するような表面の高
さが変化するワークに対しても、小型、低コストで高精
度にエッジを検出できるエッジ検出装置を提供する。
【解決手段】　投光部（４、５、６、７、８）が、集光
された照射光をワーク２の上面に鉛直方向から投光し、
高さ検出部（１１、１２、１３）が、上面で照射光が拡
散反射された拡散反射光のうち鉛直方向に対して斜め方
向に光軸を有する第１の反射光成分に基づいて上面に対
する投光部の相対的な高さを検出し、駆動部が、高さ検
出部の検出結果に基づいて相対的な高さを所定の範囲内
に調整するとともに、投光部のワーク２に対する鉛直方
向から見た場合の相対位置を所定の経路で移動させ、エ
ッジ検出部（８、９、１０、１３）が、複数の相対位置
で拡散反射光のうち第１の反射光成分の光軸とは異なる
光軸を有する第２の反射光成分を受光して受光量の変化
に基づいてワーク２のエッジを検出する。
【選択図】　図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　集光された照射光を被検出物の上面に鉛直方向から投光する投光部と、
　前記上面で前記照射光が拡散反射された拡散反射光のうち鉛直方向に対して斜め方向に
光軸を有する第１の反射光成分に基づいて前記上面に対する前記投光部の相対的な高さを
検出する高さ検出部と、
　前記高さ検出部の検出結果に基づいて前記相対的な高さを所定の範囲内に調整するとと
もに、前記投光部の前記被検出物に対する鉛直方向から見た場合の相対位置を所定の経路
で移動させる駆動部と、
　複数の前記相対位置で前記拡散反射光のうち前記第１の反射光成分の光軸とは異なる光
軸を有する第２の反射光成分を受光して受光量の変化に基づいて前記被検出物のエッジを
検出するエッジ検出部と
　を備えることを特徴とするエッジ検出装置。
【請求項２】
　前記第２の反射光成分の前記光軸は、鉛直方向であることを特徴とする請求項１に記載
のエッジ検出装置。
【請求項３】
　前記所定の範囲は、前記照射光の焦点深度の範囲内であることを特徴とする請求項１ま
たは請求項２に記載のエッジ検出装置。
【請求項４】
　前記高さ検出部は、前記第１の反射光成分の光軸の向きに基づいて前記相対的な高さを
検出することを特徴とする請求項１から請求項３のいずれか１項に記載のエッジ検出装置
。
【請求項５】
　前記第１の反射光成分は、前記第２の反射光成分の一部であることを特徴とする請求項
１から請求項４のいずれか１項に記載のエッジ検出装置。
【請求項６】
　前記高さ検出部を複数備えることを特徴とする請求項１から請求項５のいずれか１項に
記載のエッジ検出装置。
【請求項７】
　前記被検出物を撮像するカメラを備え、前記カメラの撮像結果に基づいて前記所定の経
路の始点を決定することを特徴とする請求項１から請求項６のいずれか１項に記載のエッ
ジ検出装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、放電加工機や切削加工機等の工作機械に搭載され、被加工物のエッジを検出
する装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　一般にワイヤ放電加工機などで高精度な加工を行う前には、加工機の走査軸に対して被
加工物（ワーク）の基準面を高精度に位置合わせする段取り工程が行われる。段取り工程
では、例えば、ワークを加工機の走査軸上の取付け治具に固定し、位置合わせのためのワ
ークの基準面（例えばワークの側面）にダイヤルゲージを押し当て、位置合わせのための
基準面に対応する走査軸を動かしてもダイヤルゲージの値が変化しないように、ワークの
位置を手動で調整する。しかし、手動での段取り工程では、時間がかかり、また、作業者
の技量によって位置合わせ結果にばらつきが生じるという課題があった。
【０００３】
　そこで、作業時間の短縮や、作業者によるばらつきを低減するため、加工機上に機上計
測用センサを取付け、自動で段取りを行う方法がある。一般に機上計測用センサとして、
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接触式センサの他に非接触計測可能な光学式センサがある。光学式センサは、ワーク上面
からレーザ光を照射し、反射光を検出して非接触にエッジ位置を計測する。そのため、細
い基準穴や柔らかいワークも計測することができる利点がある。しかし、例えば、ワーク
のエッジは面取りされていることがある。面取りされたエッジの位置を計測する場合、位
置によってワーク表面の高さが変化するため、センサに焦点調整機能が無いと、集光スポ
ットが大きくなり、高精度計測ができなかった。
【０００４】
　面取りされたワークでも高精度にエッジ位置を計測する手法として、例えば、特許文献
１に示される手法が提案されている。特許文献１は、三角測量の原理とアクチュエータを
用いて、常にオートフォーカスを行い、高精度にエッジ位置を計測している。レーザ光を
ワーク表面に対して斜めに照射し、反射光を光位置検出センサに集光して、三角測量の原
理を用いてワーク表面の高さ検出を行う。さらに、ワーク表面の高さ情報を用いて、対物
レンズに接続されたアクチュエータを駆動し、常にフォーカス状態となるようオートフォ
ーカスを行う。そして、高さ検出の基準面からの高さの差があるしきい値ΔＺ以上となっ
た位置をエッジ位置とする。オートフォーカスを行いながらエッジ検出するため、面取り
されたエッジであっても高精度にエッジを検出することができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２０００－１４６５３２号公報。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　特許文献１で開示されている構成では、レーザ光をワーク表面に対して斜めに照射して
いるため、ワーク表面の高さが変化すると計測位置が水平方向にずれてしまう。そのため
、常にフォーカス調整を行って、ワーク表面とレンズとの相対的な位置関係を維持する必
要があり、アクチュエータを用いてレンズを駆動し続けなければならなかった。アクチュ
エータなどの駆動部品を搭載するために、特許文献１で開示されている構成には、エッジ
検出装置が大型でコストが高くなるという課題があった。
【０００７】
　本発明は、上記のような課題を解決するためになされたものであり、面取りされたエッ
ジを有するような表面の高さが変化するワークに対しても、小型、低コストで高精度にエ
ッジを検出できるエッジ検出装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明におけるエッジ検出装置は、集光された照射光を被検出物の上面に鉛直方向から
投光する投光部と、上面で照射光が拡散反射された拡散反射光のうち鉛直方向に対して斜
め方向に光軸を有する第１の反射光成分に基づいて上面に対する投光部の相対的な高さを
検出する高さ検出部と、高さ検出部の検出結果に基づいて相対的な高さを所定の範囲内に
調整するとともに、投光部の被検出物に対する鉛直方向から見た場合の相対位置を所定の
経路で移動させる駆動部と、複数の相対位置で拡散反射光のうち第１の反射光成分の光軸
とは異なる光軸を有する第２の反射光成分を受光して受光量の変化に基づいて被検出物の
エッジを検出するエッジ検出部とを備えるものである。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明におけるエッジ検出装置によれば、投光部が、集光された照射光を被検出物の上
面に鉛直方向から投光し、高さ検出部が、上面で照射光が拡散反射された拡散反射光のう
ち鉛直方向に対して斜め方向に光軸を有する第１の反射光成分に基づいて上面に対する投
光部の相対的な高さを検出し、駆動部が、高さ検出部の検出結果に基づいて相対的な高さ
を所定の範囲内に調整するとともに、投光部の被検出物に対する鉛直方向から見た場合の
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相対位置を所定の経路で移動させ、エッジ検出部が、複数の相対位置で拡散反射光のうち
第１の反射光成分の光軸とは異なる光軸を有する第２の反射光成分を受光して受光量の変
化に基づいて被検出物のエッジを検出するので、面取りされたエッジを有するような表面
の高さが変化するワークに対しても、小型、低コストで高精度にエッジを検出できる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】本発明の実施の形態１によるエッジ検出装置を搭載した加工機の斜視図である。
【図２】本発明の実施の形態１によるエッジ検出装置におけるエッジ検出センサの構成を
示す図である。
【図３】加工前のワークの表面を三次元測定機で測定した結果の一例を表す図である。
【図４】本発明の実施の形態１によるエッジ検出装置における高さ検出方法を説明するた
めの図である。
【図５】本発明の実施の形態１によるエッジ検出装置における直角なエッジの検出方法に
ついて説明するための図である。
【図６】本発明の実施の形態１によるエッジ検出装置においてワークの異なる位置でエッ
ジを検出した結果の一例を表す図である。
【図７】本発明の実施の形態１によるエッジ検出装置におけるエッジ検出時の平均化アル
ゴリズムのフローチャートである。
【図８】本発明の実施の形態１によるエッジ検出装置におけるエッジ検出時の平均化アル
ゴリズムを説明するための図である。
【図９】本発明の実施の形態１によるエッジ検出装置におけるエッジ演算方法の一例を説
明する図である。
【図１０】面取りされたエッジを検出する場合の課題を説明する図である。
【図１１】本発明の実施の形態１によるエッジ検出装置における面取りエッジでの高さ検
出を説明する図である。
【図１２】本発明の実施の形態１によるエッジ検出装置における焦点調整方法を説明する
図である。
【図１３】ワーク表面に斜め方向から光を照射した場合のエッジ検出を説明する図である
。
【図１４】本発明の実施の形態２によるエッジ検出装置におけるエッジ検出センサの構成
を示す図である。
【図１５】本発明の実施の形態３によるエッジ検出装置におけるエッジ検出センサの構成
を示す図である。
【図１６】本発明の実施の形態４によるエッジ検出装置におけるエッジ検出センサの構成
を示す図である。
【図１７】本発明の実施の形態５によるエッジ検出装置におけるエッジ検出センサの構成
を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
実施の形態１．
　図１は、本発明の実施の形態１によるエッジ検出装置を搭載した加工機の斜視図である
。エッジ検出装置は、エッジ検出センサ１０１と駆動部とを備える。エッジ検出センサ１
０１は、加工機の加工ヘッド１の側面に取り付けられる。エッジ検出センサ１０１は、単
にセンサと呼ばれることもある。被加工物であり、エッジ検出の被検出物であるワーク２
は加工機の走査部３（ステージ）に取付け治具１４で固定される。エッジ検出センサ１０
１は、ワーク２の上面に光を照射し、ワーク２からの反射光の有無を検出してエッジ検出
を行う。
【００１２】
　なお、本実施の形態において、加工機は、図１に示した３方向（Ｘ方向、Ｙ方向、Ｚ方
向）を走査軸として動作する。本実施の形態の加工機では、走査部３は、走査部３の上面
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に平行な（すなわち水平な）互いに直交する２方向（Ｘ方向、Ｙ方向）を走査軸として移
動し、加工ヘッド１は、走査部３の上面に垂直な（すなわち鉛直な）方向（Ｚ方向）を走
査軸として移動するものとする。ただし、必ずしもこれに限定されるものではなく、例え
ば、走査部３が、３方向（Ｘ方向、Ｙ方向、Ｚ方向）を走査軸として移動しても良い。な
お、以降の記載において、特に断りがなければ、Ｘ方向、Ｙ方向、Ｚ方向は、図１に示す
３方向を指す。
【００１３】
　本実施の形態において、エッジ検出装置は加工機に組み込まれており、加工ヘッド１と
走査部３とがエッジ検出装置の駆動部としても機能する。エッジ検出装置の駆動部は、エ
ッジ検出センサ１０１と被検出物であるワーク２の相対位置を移動させる機能を有する。
エッジ検出装置の駆動部は、図示していない制御部に制御されて動作するが、駆動部の動
作を制御する機能は駆動部の一部として考えることができる。
【００１４】
　図２は、エッジ検出センサ１０１の構成を示す図であり、エッジ検出センサ１０１の構
成を側面（図１におけるＹ方向）から見た構成図となる。また、図２において、実線の矢
印は光の進行を表しており、一点鎖線は光軸を表している。これは、以降の構成図におい
ても同様である。光源４は、レーザやＬＥＤなどで構成され、例えば半導体レーザが用い
られる。投光レンズ５は、光源４から出射した光を平行光とするよう構成されている。光
源４と投光レンズ５の距離は、投光レンズ５のレンズ曲面形状に合わせて最適に設定され
る。言い換えると、光源４と投光レンズ５の距離は、投光レンズ５の焦点距離等のパラメ
ータを考慮して最適に設定される。投光レンズ５を通って平行光となった光を投光絞り６
で適切な大きさに絞る。投光絞り６によってワーク２上に照射される光の集光スポット径
を決定することができる。
【００１５】
　次に、ビームスプリッタ７は、投光レンズ５を通って平行光となり、投光絞り６で絞ら
れた光をワーク２の方向に折り返す機能を有し、プレート型やキューブ型がある。対物レ
ンズ８は、ビームスプリッタ７で折り返された平行光を集光するよう構成されており、ワ
ーク２の表面（ワーク表面）が集光位置にくるよう調整される。対物レンズ８は、ワーク
表面への照射光の光軸がワーク表面に対して垂直な方向となるように配置される。したが
って、ワーク表面には、ワーク表面に対して垂直な方向から光が照射される。ここで、光
軸とは、照射される光束全体、又は受光される光束全体の代表となる仮想的な光線であり
、光束全体としての進行方向を表す軸となる。
【００１６】
　光源４、投光レンズ５、投光絞り６、ビームスプリッタ７、対物レンズ８によって、投
光部が構成される。投光部は、集光された照射光をワーク２の表面に照射（投光）する機
能を有する。なお、ワーク２の表面又はワーク表面とは、特に断りがない限りワーク２の
上面を指す。また、通常はワーク表面が水平となるようにワーク２が配置され、この場合
には表面に対して垂直な方向は鉛直方向となる。対物レンズ８を通ってワーク表面に照射
された光は、ワーク表面で拡散反射する。一般的に、後述のように加工前のワーク表面は
粗面となっており、照射された光は拡散反射する。
【００１７】
　ワーク表面で拡散反射した光のうち、垂直方向付近に反射した成分、すなわち垂直方向
に光軸を有する成分は、対物レンズ８を再度通って平行光となる。ビームスプリッタ７は
、ワーク２から反射し、対物レンズ８から取込まれた光については透過する。受光レンズ
９は、ワーク２から反射し、対物レンズ８から取込まれ、ビームスプリッタ７を透過した
光をエッジ検出用受光素子１０上に集光するよう構成されている。受光レンズ９とエッジ
検出用受光素子１０との距離は、受光レンズ９のレンズ曲面形状に合わせて最適に設定さ
れる。
【００１８】
　エッジ検出用受光素子１０には、例えばフォトダイオードなどが用いられ、ワーク表面
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で反射した光の強度を電気信号に変換する機能を有する。変換された電気信号は、信号演
算部１３に送られる。対物レンズ８、受光レンズ９、エッジ検出用受光素子１０、信号演
算部１３によって、エッジ検出部が構成される。エッジ検出部は、ワーク２の表面で拡散
反射された拡散反射光のうち、垂直方向付近に反射した成分、すなわちワーク表面に対し
て垂直方向に光軸を有する成分を受光して、受光量の変化に基づいてエッジの位置を検出
する機能を有する。
【００１９】
　また、高さ検出用レンズ１１は、ワーク２の表面に照射され、ワーク２の表面で拡散反
射した光のうち、鉛直方向に対して斜め方向に拡散反射した成分、すなわち斜め方向に光
軸を有する成分を取込み、高さ検出用受光素子１２上に集光するよう構成される。ここで
、拡散反射した光のうち、鉛直方向に対して斜め方向に光軸を有し、高さ検出用レンズ１
１に取り込まれる成分が、第１の反射光成分となる。また、ワーク２の表面で拡散反射し
た光のうち、ワーク表面に対して垂直方向（鉛直方向）に光軸を有する成分は、第２の反
射光成分となる。高さ検出用レンズ１１、高さ検出用受光素子１２、信号演算部１３によ
って、高さ検出部が構成される。高さ検出部は、第１の反射光成分を受光して、受光した
光の入射方向（光軸の向き）に基づいてワーク表面の相対的な高さを検出する機能を有す
る。
【００２０】
　高さ検出用レンズ１１は、例えば、図２の左下の破線で囲った領域に示すように、レン
ズと三角プリズムの組合せや、曲面の中心で２分割されたレンズ等が用いられ、斜めに入
射した光を高さ検出用受光素子上に集光できる構成であれば良い。今後は説明上、簡単の
ため、単一のレンズ形状として記す。高さ検出用受光素子１２は、三角測量の原理により
、ワーク表面の高さが変わった場合に、反射光が集光される高さ検出用受光素子１２上の
位置が変化したことを検出する素子であり、例えば、光位置検出素子ＰＳＤ（Ｐｏｓｉｔ
ｉｏｎ　Ｓｅｎｓｉｔｉｖｅ　Ｄｅｔｅｃｔｏｒ）やリニアイメージャや２次元イメージ
ャが用いられる。高さ検出用受光素子１２で検出された電気信号は信号演算部１３に送ら
れる。高さ検出用レンズ１１の光軸とエッジ検出用の受光レンズ９の光軸とは、ずらして
配置している。
【００２１】
　ここで、加工に用いられるワーク２について説明を行う。ワーク２には、超硬材やステ
ンレス、銅などの金属ワークが一般的に用いられる。加工前のワーク２の表面は、切り出
した際に付いた切削加工痕などによって微小な凹凸形状をしている。すなわち、加工前の
ワーク２の表面は粗面となっている。図３は、加工前のワーク２の表面を三次元測定機で
測定した結果の一例を表す図であり、超硬材のワーク表面を測定した結果の一例である。
図３（ａ）は、ワーク表面の凹凸形状の２Ｄマップ（２次元マップ）である。また、図３
（ｂ）は、あるＹ方向位置におけるＸ－Ｚ平面でのワーク表面の断面形状を示している。
ワーク表面には２～３μｍの微小な凹凸があり、粗面となっている。
【００２２】
　そのため、ワーク表面に集光したビームを照射した場合、反射角度に対する反射光の強
度分布がワーク２上の位置によって変化する。したがって、受光素子で受光する反射光の
強度がワーク２上の位置によって大きく変化し、安定した検出信号（受光素子の出力）が
得られず、ばらつきが生じる。そこで、投光絞り６における投光ビームの絞りは、ワーク
表面に照射される集光スポット径が凹凸を複数個含むように設定することが望ましい。理
想的には、ワーク表面に照射される集光スポット径が小さい方が、エッジの検出精度は向
上する。しかし、ワーク表面が微小な凹凸形状である場合には、集光スポット径を小さく
し過ぎると、凹凸の影響を受けて反射光の反射角度に対する強度分布が照射位置によって
変化しやすくなり、検出信号のばらつきが大きくなる。そのため、集光スポット径は、検
出信号のばらつきを抑えつつ、検出の精度が高い適切な大きさと必要がある。集光スポッ
ト径は使用目的などに応じて決定することになる。
【００２３】
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　ここで、集光スポットのエアリーディスクの直径Ｄは回折計算により、式（１）で与え
られる。式（１）において、λは光の波長、ｆ１は対物レンズの焦点距離、ｄは投光絞り
６の開口径である。例えば、集光スポットのエアリーディスクが凹凸を３つ程度含むよう
に、スポット径Ｄが８μｍとすると、波長λ＝６６０ｎｍ、対物レンズの焦点距離ｆ１＝
１８ｍｍのとき、投光絞り６の開口径ｄ＝３．６ｍｍとなる。ここで、投光絞り６の開口
径でスポット径を決定したが、投光絞り６を用いずに投光レンズ５のレンズ径でスポット
径を決定しても良い。
【００２４】
【数１】

【００２５】
　また、投光絞り径ｄと集光スポット径Ｄが決定すると、照射光の集光スポットの焦点深
度ΔＺを計算することができる。以降の記載において、特に説明なく単に焦点深度と記載
した場合には、ワーク表面への照射光の集光スポットの焦点深度を指す。例えば、上記の
条件の場合、集光時のスポット径の１．５倍となるデフォーカス量を焦点深度ΔＺとする
と、焦点深度ΔＺは１２０μｍであった。この焦点深度内にワーク表面の高さを調整でき
れば、エッジ検出を行う上で問題ない程度にしかスポット径が変化しないため、精度を悪
化させずにエッジを検出することができる。ここで、焦点深度ΔＺを集光時のスポット径
の１．５倍となるデフォーカス量としたが、実際にはエッジ検出時の精度が悪化しない範
囲であれば良い。ここで、エッジ検出とは、エッジの有無に加えてエッジの位置を検出（
計測）することであり、エッジ検出時の精度とは、検出（計測）したエッジの位置の精度
である。
【００２６】
　次に、高さ検出用レンズ１１と高さ検出用受光素子１２を用いた、ワーク表面の高さ検
出方法について説明する。図４は、本実施の形態のエッジ検出装置における高さ検出方法
を説明するための図であり、エッジ検出センサ１０１を側面から見た図となる。図４（ａ
）は、ワーク２の表面が対物レンズ８の焦点位置にある場合である。高さ検出レンズ１１
は、例えば、凸レンズと三角プリズムで構成されるが、ここでは１つのレンズ形状として
示している。高さ検出レンズ１１の主点から高さ検出用受光素子１２の受光面までの距離
をａ、ワーク表面までの距離をｂとする。また、高さ検出レンズ１１の光軸から高さ検出
用受光素子１２の中心までの距離をｃ、対物レンズ８の光軸までの距離をｄとする。この
とき、ワーク表面で散乱された光のうち斜め方向に拡散反射した成分が、高さ検出用レン
ズ１１によって高さ検出用受光素子１２の中心に集光され、式（２）及び式（３）の関係
を満たしている。ここで、ｆ２は高さ検出レンズ１１の焦点距離である。
【００２７】

【数２】

【００２８】
【数３】

【００２９】
　一方、図４（ｂ）は、ワーク２の表面が、図１の－Ｚ方向に距離Ｌだけ変化した場合で
ある。ワーク表面の高さが焦点位置から遠ざかる。そのため、高さ検出用レンズ１１への
反射光成分の入射角が変化し、高さ検出用レンズ１１へ入射する反射光成分の光軸の向き
が変化するため、高さ検出用レンズで集光される高さ検出用受光素子１２上の位置が＋Ｘ
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方向に距離ΔＨだけ変化する。このとき、式（４）の関係が満たされる。ここで、デフォ
ーカス時（ワーク２の表面の高さが変化した場合）の高さ検出用の反射光の光軸と焦点面
（焦点位置にある面）との交点をＡとし、ワーク２の表面に投光される光の光軸と焦点面
との交点をＢとすると、ｄ’は交点Ａと交点Ｂとの位置の差異を表す。
【００３０】
【数４】

【００３１】
　ｄ’は式（５）の関係を満たすため、式（３）、式（４）、式（５）から、ΔＨは、式
（６）で表される。例えば、ａ＝７５ｍｍ、ｂ＝４０ｍｍ、ｄ＝２１ｍｍとすると、Ｌ＝
１ｍｍ変化した場合、ΔＨ≒１ｍｍとなり、高さ検出用受光素子１２上の集光位置の変位
量を、ワーク表面の高さ変位量と同等にすることができる。
【００３２】

【数５】

【００３３】
【数６】

【００３４】
　また、図４（ｃ）は、ワーク２の表面が＋Ｚ方向に距離Ｌだけ変化した場合である。ワ
ーク表面の高さが焦点位置からセンサ側に近づく。そのため、高さ検出用レンズ１１への
入射角が変化するため、上記と同様の考え方により、高さ検出用レンズ１１で集光される
高さ検出用受光素子１２上の集光位置が－Ｘ方向に距離ΔＨ変化する。このように、セン
サに対するワーク表面の位置（高さ）が変化すると、高さ検出用受光素子１２上のスポッ
トの集光位置が変化する。上記のように高さ検出用受光素子上のスポット位置（集光位置
）がΔＨ変化した場合、式（６）より、ワーク表面の高さ変位量Ｌを式（７）のように求
めることができる。
【００３５】
【数７】

【００３６】
　したがって、高さ検出用受光素子１２上のスポット位置を計測することで、ワーク表面
の高さを算出することができる。そして、ワーク表面の高さと対物レンズの焦点位置との
変位Ｌが、照射光の集光スポットの焦点深度ΔＺに対して０≦Ｌ≦ΔＺ／２であれば、高
精度にエッジを計測可能である。すなわち、ワーク表面の高さと対物レンズの焦点位置と
の変位Ｌが、対物レンズ８の焦点位置を中心とした焦点深度の範囲内であれば、高精度に
エッジを計測可能である。しかし、ワーク表面の高さと対物レンズの焦点位置との変位Ｌ
が、焦点深度外（Ｌ＞ΔＺ／２）となると、加工ヘッドのＺ方向位置を、例えばＬ変化さ
せて、ワーク表面の高さが焦点深度内に入るよう調整する。このように、ワーク表面の高
さが焦点深度外となった場合には、加工ヘッドのＺ方向高さを動かして、センサ高さを調
整すれば、常に焦点深度内にワーク表面高さを調整することができる。
【００３７】
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　次に、エッジ検出方法について説明を行う。図５は、本実施の形態のエッジ検出装置に
おける直角なエッジの検出方法について説明するための図である。図５は、走査部３のＸ
方向の各走査位置におけるエッジ検出センサ１０１とワーク２の相対位置を側面から見た
イメージ図と、走査位置とエッジ検出用受光素子１０の出力との関係を示す図とから構成
されている。ワーク２の上方にエッジ検出センサ１０１を設置する。エッジ検出センサ１
０１がワーク２のエッジ（Ｘ＝Ｘ２）を横切るように、走査部３をＸ方向に距離ΔＸ動か
して、エッジ検出用受光素子１０で信号を取得する。位置Ｘ１ではエッジ検出センサ１０
１はワーク２の上にあり、ワーク２上に照射光が集光され、反射光が得られるため、エッ
ジ検出用受光素子から出力Ｖ１が得られる。
【００３８】
　次に、走査部３が移動することで、エッジ検出センサ１０１がワーク２のエッジ上（位
置Ｘ２）に移動した場合には、集光スポットの一部がワーク２の外に出るため、ワーク２
の上にエッジ検出センサ１０１がある場合よりも、エッジ検出用受光素子１０から得られ
る出力が低下する。このときの出力をＶ２＝α＊Ｖ１（０＜α＜１）とする。最後に、エ
ッジ検出センサ１０１がワーク２の外に移動した場合、ワーク２の表面からの反射光がほ
とんど得られなくなるため、エッジ検出用受光素子１０からの出力はほとんど得られなく
なる。ここで、走査部３の上面は、光を反射しないような構成とすることができる。また
、走査部３の上面が、焦点深度の範囲から十分に外れていれば、光は集光されないので、
エッジ検出用受光素子１０では反射光をほとんど受光しない。このように、エッジ検出用
受光素子１０の出力がＶ２となった位置をエッジ位置として計測することができる。例え
ば、α＝０．５である。
【００３９】
　しかし、実際に加工に用いられるワーク２のエッジは、数μｍの微小な凹凸形状によっ
て揺らいでいる。図６は、本実施の形態のエッジ検出装置においてワーク２のＹ方向の異
なる位置Ｙ１、Ｙ２、Ｙ３でエッジを検出した結果の一例を示す図である。図６において
、横軸はＸ方向の位置を表し、縦軸はエッジ検出用受光素子１０の出力の大きさを表す。
Ｙ方向の位置が異なると、エッジ部の凹凸の影響により検出するエッジ位置にばらつきが
生じる。そのため、次のような平均化の手法を用いてエッジ検出のばらつきを低減するこ
とができる。
【００４０】
　図７は、本実施の形態のエッジ検出装置におけるエッジ検出時の平均化アルゴリズム（
平均化手法）のフローチャートである。また、図８は、本実施の形態のエッジ検出装置に
おけるエッジ検出時の平均化アルゴリズムを説明するための図である。図８は、ワーク２
を上面から見た場合の検出経路の一例を示している。図７、図８を用いて、平均化アルゴ
リズムを説明する。まず、エッジ検出を開始後、エッジ検出センサ１０１がエッジを横切
るようにＸ方向に距離ΔＸ移動する。例えば、ΔＸ＝５０μｍである。その際、Ｘ方向位
置に対するエッジ検出用受光素子１０の信号を取得し、信号演算部１３に保存する。Ｘ方
向に距離ΔＸ移動し終わると、Ｙ方向に距離ΔＹ移動する。例えば、ΔＹ＝１０μｍであ
る。Ｙ方向に移動が終わると、もう一度、エッジ検出センサ１０１がエッジを横切るよう
に－Ｘ方向に距離ΔＸ移動し、その後、Ｙ方向に距離ΔＹ移動する。このように、図８に
示すようにジグザグの経路で移動し、Ｙ方向に距離ΔＹずつＭ回移動し終わると計測を終
了する。例えば、Ｍ＝４０である。
【００４１】
　図９は、本実施の形態のエッジ検出装置におけるエッジ演算方法の一例を説明する図で
ある。図９（ａ）は、Ｍ回のエッジ検出のそれぞれで得られたエッジ検出用受光素子１０
からの出力信号を表す。また、図９（ｂ）は、エッジ検出用受光素子１０からのＭ個の出
力信号を平均化した信号を表す。図９のようにＭ回検出（計測）したＸ方向位置に対する
エッジ検出用受光素子１０からの出力信号のデータを平均化し、最大値Ｖ１に対してＶ２
＝α＊Ｖ１となるＸ方向位置を信号演算部で算出することで、高精度にエッジ位置を検出
（計測）することができる。このように、エッジを複数回検出した結果を平均化すること
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で、微小な凹凸によるエッジ位置のばらつきの影響を低減し、高精度にエッジ位置を検出
することができる。ここで、平均化のためのジグザグ経路は一例であり、Ｙ方向に異なる
位置を複数回検出し、得られた信号出力を平均化してエッジ位置を検出すれば良い。また
、測定点数Ｍ＝１でも良く、ばらつきが少なければ、１つの信号からエッジを検出しても
良い。
【００４２】
　以上のように、直角なエッジであれば、ワーク２の上面で焦点調整を実施しておけば、
エッジ位置までワーク２の上面が焦点深度内に入っているため、照射光を集光した集光ス
ポットで高精度にエッジを計測することができる。しかし、エッジが面取りされている場
合には、別の課題が発生する。図１０は、面取りされたエッジ（面取りエッジ）を検出す
る場合の課題を説明する図である。図１０は、走査部３のＸ方向の各走査位置におけるエ
ッジ検出センサ１０１とワーク２の相対位置を側面から見たイメージ図である。面取りさ
れたエッジでは、ワーク２の上面で焦点調整をしていても、エッジを検出する際にＸ方向
にワーク２が移動すると、面取り部（面取りされた部分）でワーク２の表面の高さが変化
して焦点深度外となることがある。そのため、集光されたスポットと比較して大きなスポ
ット径でエッジ検出することとなり、エッジ位置の検出精度が低下してしまう。これを解
決するため、エッジ検出時の高さ検出部を用いた高さ調整方法について説明する。
【００４３】
　図１１は、本実施の形態のエッジ検出装置における面取りエッジでの高さ検出を説明す
る図である。図１１の上段の図は、エッジ検出センサ１０１とワーク２の相対位置を側面
から見たイメージ図である。図１１の中段の図は、ワーク２の表面（上面）に照射された
光のスポット（投光スポット）の様子を説明する図である。図１１の下段の図は、高さ検
出部の動作を説明する図である。図１１（Ａ）は、エッジ検出センサ１０１がワーク上面
の平坦部の上方に位置しており、ワーク上面の平坦部にて焦点調整を行った状態である。
投光スポットはワーク上面に集光されており、高さ検出用レンズ１１にて取り込まれた光
は、高さ検出用受光素子１２のＸ方向の中心位置に集光される。ここで、平坦部とは、ワ
ーク２の上面の面取りされた部分を除く部分を指し、上面のうちで微小な凸凹を除いて平
均的に平坦な領域を指す。
【００４４】
　ここで、投光スポットとは、ワーク２の表面に照射（投光）された光のスポットであり
、ワーク２の表面が焦点深度内にある場合と、焦点深度外にある場合との両方を含んでい
る。一方、集光スポットとは、ワーク２の表面が対物レンズ８の焦点距離にある場合、ま
たは焦点深度内にある場合に、ワーク２の表面に照射された光のスポットを指している。
【００４５】
　次に、図１１（Ｂ）に示すように、Ｘ方向位置が面取り領域内に位置し、ワーク表面の
Ｚ方向位置がＺ１（－ΔＺ／２＜Ｚ１＜０）だけ変化したとする。ワーク２の表面は焦点
深度内であるため、投光スポット径はほとんど変化しない。また、高さ検出用受光素子１
２上のスポット位置は、＋Ｘ方向に距離ΔＨ１変化する。信号演算部１３では、スポット
位置の変化量ΔＨ１からワークの高さ変化量Ｚ１を計算し、－ΔＺ／２＜Ｚ１＜ΔＺ／２
であるか判定する。Ｚ１は前記の条件を満たしているため、エッジの検出を続ける。
【００４６】
　図１１（Ｃ）は、ワーク表面の高さがＺ２（Ｚ２＜－ΔＺ／２）だけ変化した場合の図
である。高さ検出用受光素子１２上のスポット位置は、距離ΔＨ２（ΔＨ２＞ΔＨ１）変
化する。図１１（Ｃ）の場合、Ｚ２＜－ΔＺ／２であるため、信号演算部１３は焦点深度
外にワーク表面の高さが変化したことを検出する。
【００４７】
　図１２は、本実施の形態のエッジ検出装置における焦点調整方法を説明する図である。
図１２は、エッジ検出センサ１０１とワーク２の相対位置を側面から見たイメージ図であ
る。図１２に示すように、加工ヘッド１のＺ方向位置を移動させ、エッジ検出センサ１０
１のＺ方向位置を距離ΔＺ２だけワーク２に近づける。その結果、ワーク表面の高さが焦
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点深度内に入り、高さ検出用受光素子１２上のスポット位置も中心方向に移動する。この
ように、高さ検出用レンズ１１と高さ検出用受光素子１２を用いれば、ワーク表面の高さ
が焦点深度外に移動したことを検出することができ、加工ヘッド１のＺ方向位置を移動さ
せることで、ワーク表面の高さを焦点深度内に調整することができる。本実施の形態のエ
ッジ検出装置は、以上のように動作する。
【００４８】
　上記のように、本実施の形態のエッジ検出装置では、投光ビーム（照射光）をワーク表
面の平坦部に対して垂直に投光（照射）している。すなわち、本実施の形態のエッジ検出
装置では、鉛直方向を光軸としてワーク表面に照射光を照射している。したがって、面取
り部にてワーク表面の高さが変化しても、水平方向に計測位置がずれることはなく、ワー
ク表面位置が、照射光の集光スポットの焦点深度内に入っていれば、エッジ計測を継続す
ることができる。ワーク表面位置が焦点深度外になったことを検出すれば、加工ヘッド１
のＺ方向位置を動かし、エッジ検出センサ１０１を動かして、ワーク表面位置が焦点深度
内に入るよう調整すれば良い。したがって、本実施の形態のエッジ検出装置では、アクチ
ュエータのような駆動部品を必要としない。上述の通り、通常はワーク表面の平坦部が水
平となるようにワーク２が配置され、この場合には平坦部に対して垂直な方向は鉛直方向
となる。
【００４９】
　照射光を斜め方向から照射した場合、ワーク表面の高さが変化すると光が照射される位
置が水平方向にずれてしまう。したがって、エッジを検出している位置が水平方向にずれ
てしまい、検出されたエッジ位置に誤差が発生してしまう。図１３は、ワーク表面に斜め
方向から光を照射した場合のエッジ検出を説明する図である。図１３の中心の図は、ワー
ク表面の高さが焦点位置にある場合を表し、図１３の左右の図は、ワーク表面の高さが焦
点位置からずれている場合を表す。ワーク表面の高さが焦点位置からずれている場合には
、検出される位置が水平方向にずれてしまう。アクチュエータなどの応答の速い駆動部品
を追加して、高精度のオートフォーカスを行うことでこの問題を解決することが考えられ
るが、装置が大型化し、高価になるという問題が発生する。一方、本実施の形態のエッジ
検出装置によれば、このような問題は発生しない。
【００５０】
　また、本実施の形態のエッジ検出装置は、ワーク２に投光ビーム（照射光）を投光（照
射）する投光部と、ワーク２からの反射光を受光してワーク２のエッジを検出するエッジ
検出部と、ワーク２からの反射光を受光してワーク２の表面の高さを検出する高さ検出部
とを備え、投光部及びエッジ検出部の光軸からずれた位置に、高さ検出部の光軸を設けて
いる。すなわち、対物レンズ８の光軸と高さ検出用レンズ１１の光軸とが異なるように構
成している。したがって、ワーク表面の高さを検出し、ワーク表面が常に焦点深度内に入
るように加工ヘッドの高さを調整すれば、面取り部のようなワーク表面の高さが変化する
ワークのエッジも高精度に計測できるエッジ検出装置を、アクチュエータのような駆動部
品を必要とせずに、小型で安価に得ることができる。
【００５１】
　面取りされたエッジでは、ワーク表面の高さは徐々に変化する。また、上述の通り、本
実施の形態のエッジ検出装置においては、ワーク表面が焦点深度内に入るように焦点調整
できればよく、高精度（高分解能）の焦点調整を必要としない。したがって、走査部３の
移動に伴って、面取りされたエッジに対して高速に（頻繁に）焦点調整を行う必要がなく
、加工機に予め備えられる加工ヘッド１又は走査部３の高さ調整機能を用いてエッジ検出
センサ１０１とワーク表面との距離（ワーク表面に対するエッジ検出センサ１０１の相対
的な高さ）を調整することで焦点調整を行って、ワーク２のエッジを検出することが可能
となる。
【００５２】
　この結果、アクチュエータのような駆動部品を新たに設ける必要がなく、小型で安価に
構成することが可能となる。なお、上述の通り、ワーク表面が焦点深度内に入るように焦
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点調整できればよいので、必ずしもエッジ検出センサ１０１全体の高さを調整する必要は
なく、少なくとも投光部の高さを調整できればよい。エッジ検出センサ１０１全体の高さ
を調整する場合には、投光部とエッジ検出部で対物レンズ８を共用できるなどエッジ検出
センサ１０１の構成を簡略化でき、投光部と高さ検出部との相対位置が固定となりワーク
表面が焦点深度内か否かの判定処理が容易となる等の利点がある。
【００５３】
　加工ヘッド１又は走査部３を高さ調整に用いる場合、加工機のコントローラと通信して
動かす必要があり、応答時間が長くなる。そのため、従来のエッジ検出装置では、アクチ
ュエータのような駆動部品を取り付けて、走査部によるＸ－Ｙ平面内の移動速度に対して
十分早い応答時間で高さ調整を行っていた。つまり、加工ヘッド１を高速に動かし続ける
ことは現実的に困難であるため、従来のエッジ検出装置では、アクチュエータが必須であ
った。一方、本実施の形態のエッジ検出装置においては、早い応答時間で焦点調整を行う
必要がないので、アクチュエータのような駆動部品を新たに設ける必要がなく、小型で安
価に構成することが可能となる。
【００５４】
　なお、上述の通り、加工前のワーク２の表面は一般的に粗面であるが、鉛直方向（ワー
ク２の平坦部に対して垂直な方向）から照射される光に対して、反射光の強度分布は鉛直
方向が強い場合が多く、エッジ検出部は鉛直方向の反射光を受光できるように構成するこ
とが望ましい。また、上述の通り、ワーク２の表面に微小な凹凸形状がある場合には、反
射光の反射角度に対する強度分布が照射位置によって変化するが、平均すると鉛直方向で
受光するのが最も効率が良い。
【００５５】
　以上のように、本実施の形態のエッジ検出装置は、投光部が、集光された照射光を被検
出物の上面に鉛直方向から投光し、高さ検出部が、上面で照射光が拡散反射された拡散反
射光のうち鉛直方向に対して斜め方向に光軸を有する第１の反射光成分に基づいて上面に
対する投光部の相対的な高さを検出し、駆動部が、高さ検出部の検出結果に基づいて相対
的な高さを所定の範囲内に調整するとともに、投光部の被検出物に対する鉛直方向から見
た場合の相対位置を所定の経路で移動させ、エッジ検出部が、複数の相対位置で拡散反射
光のうち第１の反射光成分の光軸とは異なる光軸を有する第２の反射光成分を受光して受
光量の変化に基づいて被検出物のエッジを検出するので、面取りされたエッジを有するよ
うな表面の高さが変化するワークに対しても、小型、低コストで高精度にエッジを検出で
きる。
【００５６】
実施の形態２．
　実施の形態２では、実施の形態１に対して部品点数を削減し、さらにコストダウンや小
型化を行った例について説明する。なお、実施の形態１と重複する点については説明を省
略する。
【００５７】
　図１４は、本発明の実施の形態２によるエッジ検出装置におけるエッジ検出センサ１０
２の構成を示す図であり、エッジ検出センサ１０２の構成を側面（図１におけるＹ方向）
から見た構成図となる。エッジ検出センサ１０２以外の構成は、実施の形態１におけるも
のと同様である。本実施の形態のエッジ検出センサ１０２では、実施の形態１のエッジ検
出センサ１０１に対して、投光レンズ５と受光レンズ９を削減した。光源４から出た発散
光が対物レンズ８によってワーク２の表面に集光される。本実施の形態のエッジ検出セン
サ１０２では、投光部の集光位置と、エッジ検出用受光素子１０、及び高さ検出用受光素
子１２の位置が結像関係にある。なお、本実施の形態のエッジ検出センサ１０２では、光
源４、投光絞り６、ビームスプリッタ７、対物レンズ８によって、投光部が構成される。
また、本実施の形態のエッジ検出センサ１０２では、対物レンズ８、エッジ検出用受光素
子１０、信号演算部１３によって、エッジ検出部が構成される。
【００５８】
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　このように、光源４と対物レンズ８とエッジ検出用受光素子１０を結像関係に配置すれ
ば、実施の形態１のエッジ検出装置と同様にエッジ検出を行うことができる。また、対物
レンズ８の光軸位置とずれた位置に、高さ検出用レンズ１１の光軸を配置し、投光ビーム
（照射光）の集光位置と高さ検出用受光素子１２の位置を結像関係に配置すれば、実施の
形態１のエッジ検出装置と同様に高さ検出が可能である。
【００５９】
　本実施の形態のエッジ検出装置によれば、部品点数を抑制しながらも、実施の形態１で
述べたものと同様の効果を有する。すなわち、ワーク表面の高さが変化した場合に、高さ
検出部で変異量を検出し、ワーク表面の高さを焦点深度内となるように加工ヘッド１を動
かしながら、エッジ検出を行うことで、面取りエッジも高精度に計測でき、部品点数が少
なく、小型で安価なエッジ検出装置を得ることができる。
【００６０】
　なお、本実施の形態では、投光レンズと受光レンズを削減した構成について説明したが
、エッジ検出用受光素子１０及び高さ検出用受光素子１２が、投光ビームの集光位置と結
像関係にあれば、他の構成であっても良い。
【００６１】
実施の形態３．
　実施の形態３では、高さ検出部をエッジ検出部の側面ではなく、光源側に折り返すこと
で、センサのＸ方向の幅を小型化する例について説明する。図１５は、本発明の実施の形
態３によるエッジ検出装置におけるエッジ検出センサ１０３の構成を示す図であり、エッ
ジ検出センサ１０３の構成を側面（図１におけるＹ方向）から見た構成図となる。投光部
とエッジ検出部は実施の形態１におけるものと同様であるため、説明を省略する。また、
エッジ検出センサ１０３以外の構成は、実施の形態１におけるものと同様である。
【００６２】
　本実施の形態のエッジ検出センサ１０３では、ワーク表面の高さ検出に対物レンズ８の
一部を通った光を利用する。ワーク表面で拡散反射し、対物レンズ８を通って平行光とな
った光のうち、投光部やエッジ検出部の光軸に対して＋Ｘ方向に距離Ｔだけずれた位置を
光軸中心とする光をビームスプリッタ７で＋Ｘ方向に折り返し、高さ検出用レンズ１１で
高さ検出用受光素子１２上に集光する。ワーク表面の高さが変化すると、高さ検出用受光
素子１２上の集光位置が変化するため、ワーク表面の高さを検出することができる。
【００６３】
　本実施の形態のエッジ検出装置によれば、小型化を実現しながらも、実施の形態１で述
べたのと同様の効果を有する。すなわち、高さ検出用レンズ１１を投光レンズ５側に設け
ることで、エッジ検出センサ１０３のＸ方向の幅を小さくでき、ワーク表面の高さが変化
した場合に、高さ検出部で変異量を検出し、ワーク表面の高さを焦点深度内となるように
加工ヘッド１を動かしながら、エッジ計測を行うことで、面取りエッジも高精度に検出で
き、小型で安価なエッジ検出装置を得ることができる。ここで、高さ検出には、＋Ｘ方向
に距離Ｔずれた光を利用したが、－Ｘ方向でも良く、投光部及びエッジ検出部の光軸とず
れた位置に光軸を持つ光を利用すれば良い。
【００６４】
実施の形態４．
　実施の形態４では、高さ検出部を２つ以上設けることで、高さ検出信号の信頼性を向上
させる構成について説明する。高さ検出部の光軸は、投光部やエッジ検出部からずれた位
置に配置する。投光部は、ワーク表面の平坦部に対して垂直に（鉛直方向から）投光し、
エッジ検出部はワーク表面の平坦部に対して垂直に拡散反射する成分を主に利用する。一
方、高さ検出部は、斜めに拡散反射した成分を利用するため、高さ検出用レンズ１１に入
射する光の利用効率は悪い。また、ワークの表面形状によって拡散反射する光の反射角度
に対する光量分布がばらつくと、高さ検出信号がばらつくことが考えられる。高さ検出部
では、高さ検出用受光素子１２上の受光位置で高さを検出しており、反射角度に対する光
量分布がばらつくと受光位置もばらつくと考えられるからである。
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【００６５】
　本実施の形態に示すように、高さ検出部を２つ以上設けることで、高さ検出部に入射す
る光量を相対的に増加させることができ、また、反射角度に対する光量分布のばらつきの
影響を低減できることから、高さ検出結果の信頼性を向上させることができる。図１６は
、本発明の実施の形態４によるエッジ検出装置におけるエッジ検出センサ１０４の構成を
示す図である。図１６の左図は、エッジ検出センサ１０４の構成を図１におけるＹ方向か
ら見た構成図（Ｘ－Ｚ断面図）であり、図１６の右図は、エッジ検出センサ１０４の構成
を図１におけるＸ方向から見た構成図（Ｙ－Ｚ断面）である。なお、図１６のＸ－Ｚ断面
図では高さ検出部を、Ｙ－Ｚ断面では投光部を省略して表記している。エッジ検出センサ
１０４以外の構成は、実施の形態１におけるものと同様である。
【００６６】
　本実施の形態のエッジ検出センサ１０４における投光部とエッジ検出部は、実施の形態
１におけるものと同様であるが、高さ検出用レンズ１１及び高さ検出用受光素子１２で構
成される高さ検出部の個数、位置が異なる。Ｙ－Ｚ断面図に示すように、対物レンズ８を
挟むように高さ検出用レンズ１１を２つ配置し、それぞれの集光位置に高さ検出用受光素
子１２を配置する。高さ検出用レンズ１１を２つ設けたことで、高さ検出用に取り込める
信号量が増加する。また、高さ検出用レンズ１１を異なる方向に設けたことで、信号のば
らつきを抑えることができる。
【００６７】
　したがって、２つの高さ検出用受光素子１２にて検出した信号を信号演算部１３で演算
することで、高さ検出の信頼性を向上させることができる。つまり、ワーク表面の凹凸形
状によって拡散反射し、個々の高さ検出用受光素子１２で受光する光量がばらついたとし
ても、信頼性の高い高さ検出結果を得ることができる。また、実施の形態１で述べたもの
と同様の効果も有する。
【００６８】
　なお、本実施の形態のエッジ検出装置では、Ｙ－Ｚ平面に対物レンズ８を挟む形で２つ
の高さ検出部を設けたが、実施の形態３に示すようにビームスプリッタ７で折り返した光
のうち、投光レンズ５を挟んで２つ設ける構成でも良い。そして、高さ検出部はレンズを
挟む形で配置する必要はなく、任意の位置に複数配置すれば、高さ検出信号の信頼性を向
上させることができる。ただし、受光量のばらつきの影響を抑制する観点からは、高さ検
出部はできるだけ離れた方向に設けることが望ましい。２つの高さ検出部を備える場合に
は、対向する方向に設けることが望ましい。
【００６９】
実施の形態５．
　実施の形態５では、カメラを組み込んだ構成とすることで、検出対象とする位置（領域
）を素早く見つけ、検出時間を短縮する方法について説明する。エッジを高精度に検出す
る前にエッジ位置を粗く検出し、この結果を元に高精度に検出する領域を適切に設定する
ことで、検出時間を短縮できる。図８に示す検出経路で高精度にエッジを検出する場合、
Ｘ方向に距離ΔＸ移動する間にエッジを横切る位置を検出開始点とする必要がある。つま
り、粗く検出したエッジ位置からワーク２内に少し入った位置からエッジ検出を開始すれ
ば、ΔＸを小さくすることができ、検出時間を短縮できる。しかし、エッジ検出装置の位
置がワーク２のエッジ位置から離れていた場合、投光ビーム（照射光）がエッジを横切る
までワーク２を走査する必要があり、検出に時間がかかる。エッジ検出装置にカメラを組
み込んで、現在の投光ビームの集光位置を中心とした領域を画像として見ることができれ
ば、画像認識により、エッジの粗い位置を素早く見つけることができる。
【００７０】
　図１７は、本発明の実施の形態５によるエッジ検出装置におけるエッジ検出センサ１０
５の構成を示す図であり、エッジ検出センサ１０５の構成を側面（図１におけるＹ方向）
から見た構成図となる。本実施の形態のエッジ検出センサ１０５において、投光部と高さ
検出部は、実施の形態１におけるものと同様であるため説明を省略する。ビームスプリッ
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タ７と受光レンズ９の間に、カメラ用ビームスプリッタ１７を設け、光の一部を折り返す
。そして、カメラ用レンズ１５を用いてカメラ１６の画素面に結像する。カメラ１６には
、ＣＣＤカメラやＣＭＯＳイメージャなどが用いられる。なお、ビームスプリッタ７は、
一方（投光レンズ５側）から入射した光を折り返し、他方（対物レンズ８側）から入射し
た光を透過する機能を有するのに対し、カメラ用ビームスプリッタ１７は、対物レンズ８
側から入射した光の一部をカメラ用レンズ１５側に折り返し、残りを受光レンズ９側に透
過する機能を有する。また、エッジ検出センサ１０５以外の構成は、実施の形態１におけ
るものと同様である
【００７１】
　このように、カメラ１６を配置すれば、現在、投光ビームが集光されている位置を画像
処理により、素早く判別することができる。また、画像の視野内にエッジが見えていれば
、すぐにエッジ付近の位置からエッジ計測を始めることができ、検出時間を短縮すること
ができる。また、カメラ１６を用いれば、エッジの粗い位置だけでなく、穴形状やその他
の検出対象物を素早く見つけることができる。以上のように、エッジ検出センサ１０５に
カメラ１６を組み込めば、エッジ検出を行う領域を素早く見つけることができ、検出時間
の速いエッジ検出装置を得ることができる。また、実施の形態１で述べたものと同様の効
果も有する。
【００７２】
　なお、上記の実施の形態１から実施の形態５では、ワーク表面の高さが焦点深度外とな
った際に、加工ヘッド１の高さを移動させ、ワーク表面が焦点深度内に入るようにしたが
、ワーク２を固定している走査部３を高さ方向に動かしても良い。また、エッジ検出時に
走査部３を動かして、エッジ検出装置とワーク２とのＸ方向やＹ方向の相対位置を変化さ
せたが、加工ヘッド１を動かしても良い。また、上記の実施の形態１から実施の形態５で
は、ワーク表面の高さが変わる例として、面取りエッジを用いて説明したが、段差のある
ワークのエッジ検出など、ワーク表面の高さが変化する他の事例にも用いることができる
ことは言うまでもない。また、上記の実施の形態１から実施の形態５において、高さ検出
部の機能を用いることによって、エッジ検出を開始する前に、自動でワーク表面の高さを
焦点深度内に調整することもできる。
【符号の説明】
【００７３】
　１　加工ヘッド、２　ワーク、３　走査部、４　光源、５　投光レンズ、６　投光絞り
、７　ビームスプリッタ、８　対物レンズ、９　受光レンズ、１０　エッジ検出用受光素
子、１１　高さ検出用レンズ、１２　高さ検出用受光素子、１３　信号演算部、１４　取
付け治具、１５　カメラ用レンズ、１６　カメラ、１７　カメラ用ビームスプリッタ、１
０１～１０５　エッジ検出センサ。
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